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１ はじめに１ はじめに（危機管理局の紹介）

２ 最近の主な自然災害

３ 災害対策基本法

４ 県の防災対策４ 県の防災対策

５ おわりに



１はじめに（危機管理局の紹介）１はじめに（危機管理局の紹介）

危機管理局の設置

知 事【全庁的な危機管理体制】 知 事

副知事

【全庁的な危機管理体制】

H17.4 ~
副知事

総括危機管理監
兼危機管理局長

各部長
危機事象発兼危機管理局長

危機管理防災課 消防保安課

危機事象発
生時の指揮

各部危機管理防災課 消防保安課

原子力安全対策室原子力安全対策室
消防学校

（日置市）

防災航空

センター

環境放射線監視センター

（薩摩川内市）

環境放射線監視センター

（薩摩川内市）

（枕崎市）



危機管理局防災課内の情報システム

災害対策本部室

（災害対策本部室）（災害対策本部室）

（災害対策本部会議）



２ 最近の主な自然災害２ 最近の主な自然災害

土砂災害 水 害河川の氾濫

（奄美市住用支所）

豪雨による土砂災害

（龍郷町浦地区）

自然災害

島山(新燃岳) 噴火
地震・津波

霧島山(新燃岳)の噴火

（霧島市・えびの市）火山噴火
東北地方太平洋沖地震

（岩手県宮古市）

土砂災害・風水害（奄美豪雨災害）

主な被害箇所
（ピーク時）

１０月２１日～２３日１０月２１日 ２３日



奄美豪雨災害の概要

１０月２０日午前９時の天気図
１０月２０日２４時間積算 （解析雨量 ）

秋雨前線

湿った空気の
流れ込み

台風
第１３号

流れ込み
• 奄美地方に停滞する前線に，台風の

影響による湿った空気が流れ込んだ
ため 雨雲が次々と発生し 長時間ため，雨雲が次々と発生し，長時間，
大雨を降らせる状況が続いた。

奄美豪雨災害の被害状況

１ 人的被害１．人的被害
■ 死者 ３名

・ 奄美市住用町わだつみ苑浸水：２名

・ 龍郷町崖崩れ自宅崩壊：１名

■ 重軽傷者 ２名 （龍郷町１名 ／ 奄美市１名）

住家被害２．住家被害
■ 全壊 １０棟 ■ 半壊 ４４３棟 ■一部損壊 １２棟

■ 床上浸水 １１６棟 ■ 床下浸水 ８５１棟■ 床上浸水 １１６棟 ■ 床下浸水 ８５１棟

３．避難指示・勧告

■ １，３６６世帯 ２，８２２名

４．被害額（平成２３年３月２８日最終発表分）

■ １３５億８，０８４万円 （被害額判明分）



奄美豪雨災害（土砂災害）

土砂崩れにより多くの道路が通行止め

龍郷町浦地区 ［土砂崩れにより，役場近くの国道５８号線が通行止め］

奄美豪雨災害（水害）

住用川が決壊し，乗用車が流される程冠水

奄美市住用総合支所駐車場



火山噴火（噴火警報発表中の火山）

全国で、噴火警戒レベル３全国で、噴火警戒レ ル３

（入山規制）は，鹿児島県の

桜島と霧島山（新燃岳）のみ桜島と霧島山（新燃岳）のみ

霧島山（新燃岳）の爆発（平成２３年１月）
H23.1.26 16:54撮影 H23.1.26 16:57撮影

H23.1.26 17:04撮影 H23.1.26 17:06撮影



霧島山（新燃岳）の爆発による被害

１ 被害状況（２月２３日 １９：００現在）
(1) 人的被害 １ 名 （軽 傷：霧島市 ９２歳女性）

( ) 住家 非住家被害 な （霧島市 窓ガ 破損等 件）(2) 住家・非住家被害 な し （霧島市：窓ガラス破損等 ２１５件）

(3) 農作物の被害面積 １４７ha（曽於市３５ha，志布志市 １１２ha）

被害金額 ２１，１３７千円

※軽傷１名及び窓ガラス等の破損は，2月１日7時54分発生

→ 爆発的噴火の空振（４５８．４Pa）による

２ 県 市の体制２ 県・市の体制
(1) 県

・１月２６日 18時00分 情報連絡体制

・１月２７日 17時00分 災害警戒本部設置へ移行

・３月３１日 17時00分 災害警戒本部廃止

(2) 霧島市

・１月２６日 18時00分 災害警戒本部設置

・３月２２日 18時00分 災害警戒本部廃止

３ 通行規制状況３ 通行規制状況
全面通行止 ３箇所（降灰による視界不良等のため）

噴石による倒木（約3.2km付近）



霧島山（新燃岳）周辺規制状況

新燃岳から半径３ｋ

噴 石
もみの木倒木

クレーター状の穴
(径約3m，深さ約2m)

新燃岳から半径３ｋｍ

新湯温泉

牧園地区

みやま荘

【凡 例】

高千穂ビジターセンター
6月1日 午前9時から

霧島地区主要道路
通行止箇所
登山道
登山規制箇所
御鉢が噴火口となった場合の立入禁止区域
新燃岳が噴火口となった場合の立入禁止区域
大幡池が噴火口となった場合の立入禁止区域
えびの高原周辺が噴火口となった場合の立入禁止区域
空振による窓ガラス破損等の発生地域

【凡 例】

高千穂ビジター
センター

6月1日 午前9時から
一般開放

県道480号霧島公園線
6月1日 午前8時30分から

空振による人的被害発生箇所
空振による窓ガラス等の被害発生箇所

通行止め解除

桜島の爆発（平成２１年４月）

鹿児島地方気象台資料



昭和31年以降の桜島の噴火活動

１位 ８９６回（南岳 ０回、昭和火口 ８９６回）【２２年１～１２月】

２位 ５４８回（南岳 ３回、昭和火口 ５４５回）【２１年１～１２月】

３位 ５１８回（南岳 ２回、昭和火口 ５１６回）【２３年１～ ８月】

東北地方太平洋沖地震の概要

１ 地震の概要（気象庁）

① 発生日時 平成２３年３月１１日（金）１４時４６分① 発生日時 平成２３年３月１１日（金）１４時４６分

② 震源及び規模（推定）

三陸沖（北緯381度 東経1429度 牡鹿半島の東南東三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東

130㎞付近）

深さ２４ モ メント グ チ ド Ｍ ９ ０深さ２４㎞、モーメントマグニチュード Ｍw９．０

③ 各地の震度（震度６弱以上）

城県北部震度７ 宮城県北部

震度６強 宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、

茨城県北部・南部、栃木県北部・南部

震度６弱 岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、

群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部



地震・津波による被害の概要

２ 被害の概要

① 人的被害① 人的被害

（警察庁）

ア 死 者 １５，６８７名

イ 行方不明 ４，７５７名

ウ 負傷者 ５，７１４名ウ 負傷者 ５ ７１４名

地震・津波による被害の概要

２ 被害の概要

② 建築物被害② 建築物被害

（警察庁）

ア 全 壊 １１２，７０３戸

イ 半 壊 １４３，７６０戸

ウ 一部損壊 ５１１，８１１戸ウ 部損壊 ５１１，８１１戸



被害状況

宮古市「シ ピ ど 地震直後 舞浜駅 タリ宮古市「シートピアなあど」 地震直後の舞浜駅バスロータリー

（岩手県宮古市） （千葉県浦安市舞浜）

地震・津波対策に関する専門調査会
平成２３年４月２７日、国（中央防災会議）において「東北地方太平洋沖地震

を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が設置されました。

第１回 平成23年5月28日 今回の地震・津波被害に関する分析

第２回 平成23年6月13日 大規模地震対策における対象地震の考え方

第３回 平成23年6月19日 大規模地震対策における対象地震の考え方第３回 平成23年6月19日 大規模地震対策における対象地震の考え方

津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性

○ 中間とりまとめ

第４回 平成23年6月26日 津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性

津波防御のための施設整備の基本的な考え方

○ 中間とりまとめ（案）○ 中間とりまとめ（案）

第５回 平成23年7月10日 地域における津波防災の取組み

第６回 平成23年7月31日 津波被害軽減のための土地利用のあり方

発災時における津波避難のための方策発災時における津波避難のための方策

第７回以降 発災時における津波避難のための方策

被害想定の考え方，海溝型大規模地震に備えて，

防災基本計画の見直し



津波防災まちづくり

海岸における津波対策検討委員会海岸における津波対策検討委員会

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会（第６回）資料より

３ 災害対策基本法３ 災害対策基本法



災害対策基本法

①災害対策の総合化
１ 伊勢湾台風（Ｓ３４）が契機→Ｓ３６制定

①災害対策の総合化
現行の災害対策関係法規を総合的，体系的に位置づけ，国，県，

市町村 公共機関 住民それぞれの責任分担を明確化市町村，公共機関，住民それぞれの責任分担を明確化

→防災対策は一義的には市町村の任務

②災害対策 計画化②災害対策の計画化
災害の発生の予防，災害の軽減のために，平常から国，県，市長村災害 発生 予防 災害 軽減 ため 平常 国 県 市長村

に防災計画の作成を義務づけ，これに基づいて災害対策を実施

２ 阪神・淡路大震災（Ｈ７）で改正２ 阪神 淡路大震災（Ｈ７）で改正
国・地方公共団体は，自主防災組織の育成，ボランティア による防

災活動の環境整備等に努める条項を盛り込む災活動 環境整備等に努める条項を盛り込む

※災害対策の一般法であり，防災計画の作成，災害の予防から応急
対策，復旧・復興に至るまでの総合的な措置について規程

４ 県の防災対策４ 県の防災対策



県地域防災計画

〔基本理念〕 〔基本方針〕

地域特性に則した計画的な災害
予防の実施

既往災害の教訓
を生かし，県民

予防の実施
防災知識の普及啓発（県防災研修センター，研修会等），
防災訓練，防災点検 等

を生かし，県民
の生命，身体及
び財産を災害か

災害事象に応じた迅速で円滑な
応急対策の実施び財産を災害か

ら守る。
応急対策の実施
情報連絡体制等，救急・救助， 等

被災者ニーズを踏まえた速やか
な災害復旧・復興の推進災害復 復興 推進

災害復旧工事，被災者生活再建支援 等

予防（広報活動など）

◆ 県政かわら版（６月号）

防災特集「災害に備えて」

◆ MBCふるさとかごしま（６月）◆ ふる とかご ま（６月）

防災特集「日頃から災害に備えよう！」

◆ グラフかごしま（７月）◆ グラフかごしま（７月）

県政トピックス「県総合防災訓練」

◆ KTSかごしま探検隊（７月）◆ KTSかごしま探検隊（７月）

防災特集「台風災害に備えて」

◆ 県政広報番組（１月）◆ 県政広報番組（１月）

「桜島火山爆発総合防災訓練」

県民の方々へ防災知識の普及啓発を図る



県防災研修センターによる研修

（出前講座によるＤＩＧ風景）（館内研修）

県総合防災訓練

（合同救出訓練）

（合同救護訓練）

平成２３年５月２６日（木）

霧島市（霧島高原国民休養地等）
（合同救護訓練）

７６団体 １，４００人が参加



県下一斉防災点検

県民防災週間（５月第４週）を中心に県民防災週間（５月第４週）を中心に，
県地域振興局・支庁で実施

応急（県の応急活動体制）

情報連絡体制

県内に各種の気象警報が発令されたときは 降雨状県内に各種の気象警報が発令されたときは，降雨状
況や被害状況等の情報を収集するため，危機管理局，
土木部職員等により情報連絡体制を確立する土木部職員等により情報連絡体制を確立する。

災害警戒本部災害警戒本部

県内に小規模な災害が発生した場合又は災害の発生
が予想される場合に 総括危機管理監を本部長としが予想される場合に，総括危機管理監を本部長とし
て設置する。

災害対策本部

県内に重大な災害が発生し，又は発生するおそれが県内に重大な災害が発生し，又は発生するおそれが
ある場合等に，知事を本部長として設置する。



防災・減災に向けた取り組み

県防災対策基本条例の施行（Ｈ２０．４～）

自主防災組織の必要性

住民の救出・救助：公助の防災対策の限界

阪神・淡路大震災における市民による救助・救護活動

34.9
28 1

1.72.6
0.9

自力で

家族に28.1 家族に

友人、隣人に

通行人に

救助隊に

その他

31.9 住家被害と道路閉塞
<阪神・淡路大震災>

住民の救出 救助には 自助 共助が必要

<阪神・淡路大震災>
出典：消防防災博物館阪神大震災での調査（日本火災学会）

住民の救出・救助には，自助・共助が必要



自主防災組織の必要性

住民自らが防災活動を行うに当たり，各自がバラ
バラに行動するのでは その効果はあまり期待できバラに行動するのでは，その効果はあまり期待でき
ない。

住民が地域ごとに団結し，
組織的に行動することに
よってその効果が最大限
に発揮できるものである。

地域住民によりその実情に応じた自主防災組織が地域住民によりその実情に応じた自主防災組織が
設けられ，日頃から災害が発生した場合を想定した
訓練を積み重ねておくことが重要である訓練を積み重ねておくことが重要である。

自主防災組織の現状
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県の各種施策の実施①

◆地域防災リーダー養成講座
① 年１回（１０講座 ２日に分けて開催）① 年１回（１０講座・２日に分けて開催）
② 対象：町内会長や公民会長等の地域のﾘｰﾀﾞｰ，

自主防災組織など地域の方 ３０名程度
③ 内容 地域防災活動 あり方 自主防災組織 結成と運営 災害時③ 内容：地域防災活動のあり方，自主防災組織の結成と運営，災害時

の応急対策，推進員としての役割

◆県自主防災組織活動促進協議会（H20まで）◆県自主防災組織活動促進協議会（H20まで）
内容：自主防災組織の結成促進等に向けた協議、関係機関との連携方

策等の検討 など策等 検討 ど

◆地域ぐるみ自主防災組織育成強化事業（H21～）
内容 組織率の低い地域や土砂災害警戒区域等における自主防災組織内容 ・組織率の低い地域や土砂災害警戒区域等における自主防災組織
の結成促進（協議会の設置，講演会の開催，避難検討会の開催）

２１年度：北薩地域振興局，大島支庁

２２年度：鹿児島地域振興局，南薩地域振興局，大隅地域振興局

県の各種施策の実施②

◆鹿児島県防災研修センターの研修・出前講座
① 災害 関する知識 習得（地震 風水害 土砂災害）① 災害に関する知識の習得（地震，風水害，土砂災害）
② 防災に関する知識の習得（自主防災，ＤＩＧ，防災マップ作り）
③ 応急措置に関する知識の習得（応急手当訓練，心肺蘇生法）

申し込み先電話：0995-64-5251

◆災害時要援護者の避難体制の強化
① 災害時要援護者の避難支援ガイドラインの作成（Ｈ１７）
② 市町村災害時要援護者避難支援モデルプランの作成（Ｈ１８）② 市町村災害時要援護者避難支援モデルプランの作成（Ｈ１８）

〔プランの構成〕
全体計画 各市町村が地域の実情を踏まえ 災害時要援護者対策・全体計画：各市町村が地域の実情を踏まえ，災害時要援護者対策

の基本的な方針，災害時要援護者の対象範囲など，災
害時要援護者対策の取組方針を明らかにしたもの

・個別計画：個々の災害時要援護者ごとに避難支援者との関連づけ

等を明らかにした具体的な計画



５ おわりに

「災害は忘れた頃にやってくる」

５ おわりに

「災害はいつでも どこでも起こりうる」

災害は忘れた頃にやってくる」

災害はいつでも，どこでも起こりうる」

（災害がないところはない。これまでなかっただけである）

「自らの身の安全は自ら守る 自 助「自らの身の安全は自ら守る」

「自分たちの地域は自分たちで守る」

自 助

共 助自分たちの地域は自分たちで守る」

という意識を持って，万一に備えて

共 助

公 助

いただくことが極めて大事
連携・協働
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